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検討
課題

大成建設に対する損害賠償請求の交渉状況について

内容

概要 工期延伸にかかる大成建設への損害賠償請求等の状況について、進捗を報告する。

1

２ 損害額の確定

区は、大成建設と令和６年３月１日付けで締結した「世田谷区本庁舎等整備工事における工期
延伸に関する合意書」に基づき、本件工期延伸に伴い区に生じた損害額の確定に向け、令和６年４
月から大成建設と交渉を行っている。

１ 経緯

（１）令和６年５月に実施した、損害額に関する庁内調査結果を踏まえ、区として損害として確認した項目をもとに
積み上げ、その金額合計、270,580,292円について確定し、大成建設より確認書（第１回）を受領した。

（令和６年１２月３日開催のDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会で報告済み）

※現段階では、損害額は、技術提案不履行違約金
（約4.15 億円）を超過しないため、大成建設からの
支払いは行われない。

（２）１期竣工後の損害としての人件費（＊）についても、金額合計、115,884,636円 を確定し、大成建設
より確認書（第２回）を受領した。 ＊人件費の考え方は、次ページ「３人件費の考え方（概要）」を参照

（令和７年２月６日開催のDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会で報告済み）

技術提案不履行違約金
（約４.１５億円）

差額 （約０.２９億円）
確認書（第２回）で確定したこととなる
本件工期延伸に伴う損害額（約１.１６億円）

確認書（第１回）で確定したこととなる
本件工期延伸に伴う損害額（約２.７億円）

図：技術提案不履行違約金と確認書により確定した損害額との比較イメージ
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検討
課題

内容

2

３ 人件費の考え方（概要）

（１）本件工期延伸に伴い、存続期間の延長を要する組織の人件費：庁舎整備担当部
・工期延伸に伴い、組織存続期間の延長が余儀なくされた庁舎整備担当部の人件費。⇒110,815,720円
※算定基礎となる職員数は、令和５年４月時点での職員数26人（育休者1人を除き、会計年度任用職員2人
含む）から、本庁舎等整備完了後も継続する業務に従事する5人分（会計年度任用職員1名含む）を控除し、
21人（会計年度任用職員1名含む）とする。

（２）本件工期延伸に伴う追加業務に要した人件費：庁舎整備担当部以外の各課
・庁舎整備担当部以外の各所管課において、本件工期延伸に伴う追加業務に要した人件費。⇒5,068,916円

（３）仮庁舎と本庁舎間の移動時間にかかる人件費
・本件工期延伸にかかる期間において、仮庁舎と本庁舎間の移動時間が生じたために、職員の労働時間が増加し、
区が時間外手当の支払いを余儀なくされた場合は、当該追加支出した超過勤務手当。⇒金額は今後算定

＊関連：仮庁舎と本庁舎間の移動にかかる旅費は、別途、実費を損害額とする予定。

大成建設に対する損害賠償請求の交渉状況について

資料２ 大成建設に対する損害賠償請求の交渉状況について 令和７年３月１９日
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検討
課題

内容

3

５ 今後のスケジュール（予定）

４ 交渉の状況

今年度に入り、概ね月１回程度のペースで計１２回、大成建設と交渉を行っている。
⇒今後も定期的に交渉を行い、損害額の積み上げを行っていく。

令和７年 ２月～ （適時）大成建設との交渉
令和８年 ９月 ２期竣工

９月～ ２期工期延伸に伴い区に生じた損害の調査、確認
大成建設との交渉

大成建設に対する損害賠償請求の交渉状況について

【参考】 大成建設との合意内容に対する、これまでに支払われた額、確定した損害額の関係図

計
約16億円

＋
技術提案不履行
違約金を超えた分

のX

遅延違約金
1期相当分
約3.6億円

区に生じた損害額Ｘ
※今後、順次確定

技術提案
不履行違約金
約4.15億円

※遅延違約金は、１期８か月、２期12か月、３期18.5か月、の延伸期間で計算。

遅延違約金
２期相当分
約4.0億円

遅延違約金
３期相当分
約4.2億円

今後、約0.29億円分の損害額が確定すると、
技術提案不履行違約金4.15億円を超えた分
として、支払いがなされていく。

★の合計約7.8億円は、令和6年4月、1期竣工払との相殺に
より、既に、区への支払いは完了。

★ ★

これまでに確認書により確定した損害額
(第１回 約2.7億円)＋(第２回 約1.16億円)＝約3.86億円

約16億円
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資料３ 

 

本庁舎等整備事業に関する意見・提案等と区の考え方について 

 

 

 

１ 意見・提案件数等 

 

  ・集計期間      ：令和６年２月１日から令和７年２月２８日まで 

・意見提出人数（延べ）：４人（団体） 

  ・意見総件数     ：３件 

  ※意見・提案等の提出方法：情報発信の場「Info-Ba（場）」、総合案内、電話等 

 

２ 意見に対する区の考え方 

 

番

号 
ご意見概要 回答・区の考え 

１ 

区のお知らせ特集号を見たが、レストラン

はないのか。以前は中庭などで食事ができ

たが、現在は食事をするところはあるか。 

（令和６年３月２６日） 

本庁舎は、現在建替中でレストランは

ありませんが、２期工事終了後（令和

８年９月）に東２期棟２階に設置しま

す。現在運営事業者の選定を行ってお

り、決定後は事業者と協議の上、営業

開始日を決定いたします。 

また、現在中庭は建替工事中のためご

利用いただけませんが、２期工事終了

後に中庭も完成し利用可能となりま

す。 

２ 

西棟から２庁へ行くのが遠い。 

（令和６年５月２４日） 

工事期間中は各庁舎の移動に大変なご

不便をおかけして申し訳ありません。

東西棟について、令和８年９月の２期

竣工後には、１階部分の中庭が通り抜

けできるようになり、また、２階部分

では北側テラスで、地下では地下通路

で移動が可能になります。 

工事期間中は各庁舎に案内サインを設

置するとともに、総合案内でも丁寧に

対応していきます。 

東棟から西棟へ行くのが遠い。 

（令和６年５月２４日） 

３ 東棟１階のエントランスホールのレリーフ 庁舎内では庁舎管理規則により写真の
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や展望ロビーについて写真撮影はできない

のか。 

（令和６年５月２７日） 

撮影を禁止しておりますが、令和６年

３月３１日付で庁舎管理規則を改正

し、４月１日からエントランスホー

ル、ラウンジ及び展望ロビーでは撮影

が可能となっております。 
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